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家
屋
に
つ
い
て
の
固
定
資
産
税
は
、
毎

年
一
月
一
日
現
在
の
所
有
状
況
に
よ
り
賦

課
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
十
七
年
中
に
家
屋
の
新
・
増
築
ま

た
は
取
り
壊
し
を
さ
れ
た
方
で
、
町
職
員

が
調
査
に
伺
っ
て
い
な
い
方
は
、
役
場
税

務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
・
増
築
家
屋
に
つ
い
て
は
、
固
定
資

産
評
価
額
算
定
の
た
め
の
調
査
を
、
取
り

壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て
は
、
年
内
に
取
り

壊
し
た
こ
と
の
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
の
で
、
必
ず
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
年
末
ま
で
に
こ
れ
ら
の
予
定
が

あ
る
方
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
３
１
）

　

自
衛
官
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。
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試　験　期　日

平成１８年１月２２日（予定）

受　付　期　間

平成１８年１月２１日まで

受　験　資　格

採用予定月の１日現在、
１８歳以上２７歳未満の男子

募　集　種　目

２等陸・海・空士

□
試
験
内
容

　

筆
記
試
験
、
身
体
検
査
、
口
述
試
験

□
問
い
合
わ
せ
先

　

半
田
募
集
事
務
所
�（
２
１
）０
０
０
４

　

母
子
家
庭
お
よ
び
寡
婦
の
方
の
生
活
の

安
定
と
児
童
の
福
祉
増
進
の
た
め
、
愛
知

県
で
は
暮
ら
し
に
必
要
な
資
金
の
貸
し
付

け
を
下
表
の
と
お
り
行
っ
て
い
ま
す
。

貸
付
対
象
者

◇
母
子
福
祉
資
金

①　

二
十
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い

る
配
偶
者
の
い
な
い
女
子

②　

①
が
扶
養
し
て
い
る
児
童

③　

二
十
歳
未
満
の
父
母
の
い
な
い
児
童

◇
寡
婦
福
祉
資
金

①　

子
が
二
十
歳
以
上
に
な
っ
た
た
め
、あ

る
い
は
子
が
い
な
い
た
め
、
母
子
福
祉

資
金
の
貸
し
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
配
偶
者
の
い
な
い
女
子（
寡
婦
）

②　

①
が
扶
養
し
て
い
る
子

□
問
い
合
わ
せ
先

愛
知
県
知
多
事
務
所
健
康
福
祉
課
母
子

自
立
支
援
員

　

�（
３
１
）０
１
２
１

　

住
民
福
祉
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
２
６
）貸し付けを行います 

利息償還期間
（以内）

据置
期間貸付限度額（円）資金の内容

貸付対象
資金の種類

寡婦母子

無
利
子

７年１年
２，８３０，０００ 

複数の母子家庭の母などが共同して起業
する場合 　　　　　　　　　４，２６０，０００

事業を開始するのに必要な設備、材料、商品な
どの購入資金本人母事業開始資金

７年６カ月１，４２０，０００ 現在営んでいる事業を継続するための運転資金
または拡張資金本人母事業継続資金

１０年１年
（月額）　５０，０００ 

特別一括　６００，０００
運転免許　４６０，０００

事業開始、就職のために必要な知識、技能を習
得するために必要な授業料、材料費、交通費な
どの資金

本人母技能習得資金

６年１年１００，０００ 
（特別　３２０，０００）

就職するために必要な被服、身の回り品などの
購入資金本人母また

は児童就職支度資金

年
３
％

６年
（特別７年）６カ月１，５００，０００ 

（特別　２，０００，０００）

現在住んでいる住宅を増・改築および補修する
ために必要な資金、または、自ら居住する住宅
の建設・購入するために必要な資金

本人母住 宅 資 金

３年６カ月２６０，０００ 住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金に
充てるための資金本人母転 宅 資 金

無
利
子

５年６カ月
医療　３１０，０００ 

（特別　４５０，０００）
介護　５００，０００ 

医療および介護を受けるのに必要な資金の自己
負担分などに充てるための資金
（介護分については、償還払いの際の一時立て
替え経費を含む）

本人母また
は児童医療介護資金

年
３
％

技能１０年
医介５年

母子家庭８年
失業５年

６カ月一般（月額）　１０３，０００ 
技能（月額）　１４１，０００ 

技能習得期間中または医療介護資金の貸し付け
を受けている期間中、もしくは失業している期
間中および母子家庭になって７年未満世帯の生
活資金

本人母生 活 資 金

５年６カ月３００，０００ 婚姻するのに必要な資金子児童結 婚 資 金

無　

利　

子

２０年
専修一般５年６カ月問い合わせてください高等学校、大学または専修学校在学中の学資な

どに必要な資金子児童修 学 資 金

就学２０年
修業５年６カ月問い合わせてください小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校および

修業施設へ入学および入所する際の入学資金子児童就学支度資金

６年１年（月額）　５０，０００ 
（特別　４６０，０００）

事業開始、就職のために必要な知識、技能を習
得するのに必要な授業料、材料費、交通費など
の資金（修業施設在学生）

子児童修 業 資 金

１０年１年
平成１４年７月に受給していた児童扶養手当
の額から、申請の際に現に支給を受けてい
る児童扶養手当の額を控除した額

児童扶養手当の所得制限限度額見直しによる激
変緩和措置として５年間を限度とした資金－母特 例 児 童

扶 養 資 金

（ ）

（ ）


